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羽村市はこどもまんなか応援サポーター宣言を
行いました！

本事業につきまして、ぜひ取材または広く周知したいので、取り上げていただきます
よう、よろしくお願いいたします。

羽村市では、子供が心身の状況や置かれている環境などにかかわらず、将来にわたっ
て幸福な生活を送ることができる社会、こどもまんなか社会の実現を目指して、羽村市
こども計画を令和7年3月に策定しました。この計画では、「ともにはぐくみ ともにそ
だつ こどもまんなかはむら」を目指す社会に掲げ、様々な取組を推進していくことと
しています。

この計画を着実に推進していくため、羽村市はこども家庭庁が推進する「こどもまん
なか応援サポーター」となることを宣言しました。多摩地域の自治体では初めてだと考
えています。

「こどもまんなか応援サポーター」とは、子供たちのために何がもっともよいことか
を常に考え、子供たちが健やかで幸せに成長できる社会を実現するという「こどもまん
なか宣言」の趣旨に賛同し、自らもアクションに取り組む個人、団体・企業、自治体の
ことを指します。アクションは何も難しいことではなく、「子供が話しやすい雰囲気を
作り、子供の意見に耳を傾ける」、「子供向けのイベントを開催する」など、身近なと
ころから取り組めるものとなります。

市のみならず、市民・団体・事業者等の御理解と御協力をいただきながら、羽村市は、
「こどもまんなか社会」の実現に向け、様々な取組を進めていきます。


